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JNB Visa デビットカード利⽤規定 新旧対照表 

旧 新 

第 7 条 （暗証番号） 

3．デビットユーザーは、それぞれ自らの責任をもって暗証番号（Visa デビット

暗証番号を含む、以下同様）を管理するものとします。第三者に知られないよう

厳重に管理してください。また、生年月日や電話番号、同一数字など、他人から

推測されやすい番号の指定を避けるとともに、一定期間毎に変更していただくこ

とをおすすめします。 

第 7 条 （暗証番号） 

3．デビットユーザーは、それぞれ自らの責任をもって暗証番号（Visa デビット

暗証番号を含む、以下同様）を第三者に知られないよう厳重に管理するものとし、

また、暗証番号の指定は生年月日や電話番号、同一数字など、他人から推測され

やすい番号を避けるものとします。 

第 9 条 （本サービスの利用） 

右記のとおり規定追加 

 

第 9 条 （本サービスの利用） 

3．デビットユーザーは、システム、通信回線、端末機のメンテナンス、故障、障

害等により本サービスを利用することができない場合があることを承諾するも

のとします。当社は、当社に責めがある場合を除き、これらによりデビットユー

ザーに損害等が生じたとしても、一切責任を負わないものとします。 

4．個人のデビットユーザーのうち、未成年のお客さまは、本サービス利用の都

度、親権者の同意を得るものとします。 

5．個人のデビットユーザーのうち、未成年のお客さまは、加盟店が商品の購入

または役務の提供に年齢制限を設けている場合であって、自身の年齢が当該制限

（下限）に満たない場合は、本サービスを利用してはならないものとします。 

第 19 条 （預金口座の解約禁止） 

3．デビットユーザーは、前項の定めに基づき当社が立替払いを行った場合、当

該立替払いされた金額について当社に債務を負い、これを弁済する義務を負うも

のとします。 

第 19 条 （預金口座の解約禁止） 

3．デビットユーザーは、前項の定めに基づき当社が立替払いを行った場合、当

該立替払いされた金額について当社に債務を負い、これを弁済する義務を負うも

のとします。当社は、デビットユーザーに対し、任意の日にその一部または全部

についてデビットユーザーの決済口座から引き落としすること、またはその他当
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社の任意の方法で会員に支払うよう指示することができ、この場合、デビットユ

ーザーは、当社の指定する日時・場所・方法で支払うものとします。本項に基づ

くデビットユーザーの支払額が残債務の全額に満たない場合は、当社が適当と認

める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。 

右記のとおり規定追加 第 25 条 （免責）  

1．当社は、当社の責めに帰すべき事由のある場合を除き、当社が返金をする場

合、利息・損害金をつけず、返金手続の遅れに付随して発生した損害等について

も責任を負わないものとします。 

2．前項のほか、当社が、本規約に定めるサービスの提供に関し、当社の責めに帰

すべき事由のある場合を除き、デビットユーザーが被った損害について責任を負

う場合であっても、当社の責任は、通常帰すべき事情に基づく通常損害の範囲に

限られるものとし、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については、一

切責任を負わないものとします。 
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JNB カードレス Visa デビットサービス利⽤規定 新旧対照表 

旧 新 

第 8 条（本サービスの利用） 

右記のとおり規定追加 

第 8 条（本サービスの利用） 

3．デビットユーザーは、システム、通信回線、端末機のメンテナンス、故障、障

害等により本サービスを利用することができない場合があることを承諾するも

のとします。当社は、当社に責めがある場合を除き、これらによりデビットユー

ザーに損害等が生じたとしても、一切責任を負わないものとします。 

4．個人のデビットユーザーのうち、未成年のお客さまは、本サービス利用の都

度、親権者の同意を得るものとします。 

5．個人のデビットユーザーのうち、未成年のお客さまは、加盟店が商品の購入

または役務の提供に年齢制限を設けている場合であって、自身の年齢が当該制限

（下限）に満たない場合は、本サービスを利用してはならないものとします。 

第 17 条（預金口座の解約禁止） 

3．デビットユーザーは、前項の定めに基づき当社が立替払いを行った場合、当

該立替払いされた金額について当社に債務を負い、これを弁済する義務を負うも

のとします。 

 

 

第 17 条（預金口座の解約禁止） 

3．デビットユーザーは、前項の定めに基づき当社が立替払いを行った場合、当

該立替払いされた金額について当社に債務を負い、これを弁済する義務を負うも

のとします。当社は、デビットユーザーに対し、任意の日にその一部または全部

についてデビットユーザーの決済口座から引き落としすること、またはその他当

社の任意の方法で会員に支払うよう指示することができ、この場合、デビットユ

ーザーは、当社の指定する日時・場所・方法で支払うものとします。本項に基づ

くデビットユーザーの支払額が残債務の全額に満たない場合は、当社が適当と認

める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。 

右記のとおり規定追加 第 21 条 （免責）  

1．当社は、当社の責めに帰すべき事由のある場合を除き、当社が返金をする場
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合、利息・損害金をつけず、返金手続の遅れに付随して発生した損害等について

も責任を負わないものとします。 

2．前項のほか、当社が、本規約に定めるサービスの提供に関し、当社の責めに帰

すべき事由のある場合を除き、デビットユーザーが被った損害について責任を負

う場合であっても、当社の責任は、通常帰すべき事情に基づく通常損害の範囲に

限られるものとし、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については、一

切責任を負わないものとします。 

 


